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文
化
審
議
会
第
三
期
文
化
施
設
部
会
運
営
規
則
（
案
） 

（
令
和
○
年
○
月
○
日
文
化
審
議
会
文
化
施
設
部
会
決
定
） 

 
文
化
審
議
会
運
営
規
則
（
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
文
化
審
議
会
決
定
）
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
文
化
審
議
会
第
三

期
文
化
施
設
部
会
運
営
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

（
総
則
） 

第
一
条 

 

文
化
審
議
会
第
三
期
文
化
施
設
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
文
化
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
、
文
化
審
議
会
運
営
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
会
議
の
公
開
） 

第
二
条  

部
会
の
会
議
は
公
開
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
部
会
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 
 

部
会
の
会
議
の
公
開
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
会
議
の
公
開
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
部
会
長
が
部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

（
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
） 

第
三
条  

部
会
が
、
よ
り
具
体
的
な
個
別
の
案
件
に
つ
い
て
議
論
の
必
要
を
認
め
る
場
合
に
は
、
部
会
の
下
に
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル

―

プ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
雑
則
） 

第
四
条  

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
部
会

に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 

附  

則 

こ
の
規
則
は
、
部
会
の
決
定
の
日
（
令
和
○
年
○
月
○
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 


